
議案第9１号 交野市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について

１．条例改正の概要

下水道事業への地方公営企業法（以下「法」という。）の全部適用及び水道事業と下水
道事業との組織統合のために必要な条例改正を行うもの。

【背景】

参考資料 上下水道統合準備室下水道課

下水道事業について、本市では現在、法の財務規定等のみ適用しているところ、公営企業
の経営の機動性・自由度の向上等を図る観点から、国から法の「全部適用」の検討が望まれ
る中で、本市においても、下水道事業に法の規定の全部を適用するとともに、水道事業と下
水道事業を組織統合することにより、今後の安定的な事業推進及び体制強化を図るもの。

【組織統合により期待する効果】
管理部門の連携強化による業務の効率化、ノウハウ集約による技術継承、災害時等の即応

体制強化など

【組織統合のイメージ】

水道局

令和７年度

上下水道統合準備室
（市長部局）

上下水道部

令和８年度

※ 下水道部門の執務室は、現水道局内への移転に向けて準備中



議案第9１号 交野市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について

２．条例改正の主な内容

参考資料 上下水道統合準備室下水道課

改正後改正前項目

交野市水道事業及び下水道事業の設置等に
関する条例

交野市水道事業の設置等に関する条例題名

公衆衛生の向上等に寄与するため、下水道
事業を設置する。

（規定なし）
※下水道事業の設置根拠は、交野市下水道
事業の設置等に関する条例（今回廃止）

第２条第２項
（設置）

下水道事業に法の規定の全部を令和８年４
月１日から適用する。

（規定なし）
第２条の２

（法の全部適用）

下水道事業に係る公共下水道の排水区域は、
下水道法第４条第１項に規定する事業計画
に定められた区域とする。

水道事業の給水人口は92,100人とする。
※改正後、給水人口は同条第２項に繰上げ

第３条第３項
（経営の基本）

水道事業及び下水道事業の管理者の権限を
行う市長の権限に属する事務を処理させる
ため、上下水道部を置く。

水道事業の管理者の権限を行う市長の権限
に属する事務を処理させるため、水道局を
置く。

第４条第２項
（組織）

上下水道部の職員の定数は、60人以内とす
る。

水道局の職員の定数は、50人以内とする。
第５条第１項
（職員の定数）

（本則関係）

※その他、組織統合に伴う所要の文言整理等を含む。



参考資料 上下水道統合準備室下水道課

【廃止】
・交野市下水道事業の設置等に関する条例

【一部改正】
・交野市情報公開条例
・交野市個人情報の保護に関する法律施行条例
・交野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例
・交野市行政手続条例
・交野市職員定数条例
・交野市下水道条例
・交野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例
・企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例
・交野市水道事業給水条例
・交野市水道事業経営審議会条例

３．施行日 令和８年４月１日

（附則関係）
下記の条例について、下水道事業への法の全部適用及び水道事業と下水道事業との組織

統合に伴う廃止及び改正（所要の文言整理等）を行う。

議案第9１号 交野市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例について



別記様式第３号（第８条関係） 
【議会基本条例第 10 条第 1 項関係】 

政策等情報の説明資料 
         令和７年１２月定例会 

議案の 
件 名 

議案第９１号 
交野市水道事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例について 

政策等 
の区分 

計画 ・ 事業 ・ 条例 
その他（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 
地方公営企業法（以下「法」という。）第４条の規定に基づき、水道事業の設置及び経営の

基本に関する事項等を定めたもの。 
 
 
 
 

北河内７市においては、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市が下水道事業への法の全部適用及び水道事

業と下水道事業との組織統合を行っている。 
 
 

〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 
総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

      

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 
 下水道事業への法の全部適用及び水道事業と下水道事業との組織統合のために必要な条例

改正を行うもの。 
組織統合により、管理部門の連携強化による業務の効率化、ノウハウ集約による技術承継及び災害時等

の即応体制強化を図る。 
 
 
 
 

〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 
・令和６年１月２２日付け、総務省自治財政局長通知総財公第１号「公営企業会計の適用の更

なる推進について」において、経営の機動性・自由度の向上等を図る観点から、財務規定等

のみを適用している事業を含め、法の全部適用について検討することが望ましいとの技術的

助言が行われる。 
・令和７年４月１日付けで上下水道部（局）設置準備のための臨時機構「上下水道統合準備室」

を設置し、以降、水道事業と下水道事業との組織統合等に向けて準備を行う。 

まちづくりの目標 
政策分野または経営方針 
施策 

目  標 ― 

分野・方針 効率的・効果的な行政運営 

施  策 行政資源の最適な活用 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 計画名称  

〈市民参加の状況〉 策定年度  

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間  
 
 
 

〈政策等の実施時期〉 令和８年４月１日 
担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 

上下水道統合準備室 下水道課  有 ・ 無 （新旧対照表等） 

 



 

交野市水道事業の設置等に関する条例（昭和４３年条例第１１号）新旧対照表 

新 旧 

交野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例 交野市水道事業の設置等に関する条例 
（目的） （目的） 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。

以下「法」という。）第４条の規定に基づき、水道事業及び下水道

事業（以下「上下水道事業」という。）の設置及び経営の基本に関

する事項等を定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号。

以下「法」という。）第４条の規定に基づき、水道事業          

                                  の設置及び経営の基本に関

する事項等を定めることを目的とする。 

（          設置） （水道事業の設置） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水

域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。 

 

（法の全部適用） 

第２条の２ 法第２条第３項及び地方公営企業法施行令（昭和２７年

政令第４０３号。第４条第１項において「令」という。）第１条第

２項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を令和８年４月１

日から適用する。 

 

（経営の基本） （経営の基本） 

第３条 上下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共

の福祉を増進するように運営されなければならない。 

第３条 水道事業    は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共

の福祉を増進するように運営されなければならない。 

２ 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。 

（１） 給水区域は、交野市松塚、梅が枝、郡津１丁目から５丁目、

幾野１丁目から６丁目、倉治１丁目から９丁目、東倉治１丁目か

２ 給水区域は、交野市松塚、梅が枝、郡津１丁目から５丁目、幾野

１丁目から６丁目、倉治１丁目から９丁目、東倉治１丁目から５丁

目、神宮寺１丁目から２丁目、青山１丁目から５丁目、向井田１丁



 

新 旧 

ら５丁目、神宮寺１丁目から２丁目、青山１丁目から５丁目、向

井田１丁目から３丁目、私部１丁目から８丁目、私部西１丁目か

ら５丁目、私部南１丁目から４丁目、寺１丁目から４丁目、寺南

野、森南１丁目から３丁目、森北１丁目から２丁目、私市１丁目

から９丁目、私市山手１丁目から５丁目、天野が原町１丁目から

５丁目、藤が尾１丁目から６丁目、妙見坂１丁目から７丁目、妙

見東１丁目から３丁目、妙見東４丁目の一部、妙見東５丁目、南

星台１丁目から４丁目、南星台５丁目の一部、星田１丁目から９

丁目、星田北１丁目から９丁目、星田山手１丁目から５丁目、星

田西１丁目から５丁目、大字倉治及び大字寺並びに大字森の標高

OP＋８０m以下の地域、大字星田の標高OP＋８０m（一部OP＋１２

０m）以下の地域及び大字私市の標高OP＋８０m（一部OP＋１５０

m）以下の地域とする。 

（２） 給水人口は、７７，７９０人とする。 

（３） １日最大給水量は、２３，５００立方メートルとする。 

目から３丁目、私部１丁目から８丁目、私部西１丁目から５丁目、

私部南１丁目から４丁目、寺１丁目から４丁目、寺南野、森南１丁

目から３丁目、森北１丁目から２丁目、私市１丁目から９丁目、私

市山手１丁目から５丁目、天野が原町１丁目から５丁目、藤が尾１

丁目から６丁目、妙見坂１丁目から７丁目、妙見東１丁目から３丁

目、妙見東４丁目の一部、妙見東５丁目、南星台１丁目から４丁目、

南星台５丁目の一部、星田１丁目から９丁目、星田北１丁目から９

丁目、星田山手１丁目から５丁目、星田西１丁目から５丁目、大字

倉治及び大字寺並びに大字森の標高OP＋８０m以下の地域、大字星

田の標高OP＋８０m（一部OP＋１２０m）以下の地域及び大字私市の

標高OP＋８０m（一部OP＋１５０m）以下の地域とする。 

３ 下水道事業に係る公共下水道の排水区域は、交野市の区域のう

ち、下水道法（昭和３３年法律第７９号）第４条第１項に規定する

事業計画に定められた区域とする。 

３ 給水人口は、９２，１００人とする。 

 ４ １日最大給水量は、３８，５００立方メートルとする。 

（組織） （組織） 

第４条 法第７条ただし書及び令                               

             第８条の２の規定に基づき、上下水道事業に管理者

を置かないものとする。 

第４条 法第７条ただし書及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政

令第４０３号）第８条の２の規定に基づき、水道事業    に管理者

を置かないものとする。 



 

新 旧 

２ 法第１４条の規定に基づき、水道事業及び下水道事業の管理者の

権限を行う市長（以下「管理者」という。）の権限に属する事務を

処理させるため、上下水道部を置く。 

２ 法第１４条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限を行う市長

              （以下「管理者」という。）の権限に属する事務を

処理させるため、水道局    を置く。 

（職員の定数） （職員の定数） 

第５条 上下水道部の職員の定数は、６０人以内とする。 第５条 水道局    の職員の定数は、５０人以内とする。 

２ （略） ２ （略） 

（重要な資産の取得及び処分） （重要な資産の取得及び処分） 

第７条 法第３３条第２項の規定により、予算で定めなければならな

い上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格（適

正な対価を得てする売り払い以外の方法による譲渡にあつては、そ

の適正な見積価格）が２０，０００，０００円以上の不動産若しく

は動産の買入れ又は譲渡（土地については、１件５，０００平方メ

ートル以上のものに係るものに限る。）とする。 

第７条 法第３３条第２項の規定により、予算で定めなければならな

い水道事業    の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格（適

正な対価を得てする売り払い以外の方法による譲渡にあつては、そ

の適正な見積価格）が２０，０００，０００円以上の不動産若しく

は動産の買入れ又は譲渡（土地については、１件５，０００平方メ

ートル以上のものに係るものに限る。）とする。 

（議会の同意を要する賠償責任の免除） （議会の同意を要する賠償責任の免除） 

第８条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４３条の２の８第８項の規定により上下水道事業の業

務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけ

ればならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が２００，０００

円以上である場合とする。 

第８条 法第３４条において準用する地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第２４３条の２の８第８項の規定により水道事業    の業

務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なけ

ればならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が２００，０００

円以上である場合とする。 

（議会の同意を要する負担附きの寄附の受領等） （議会の同意を要する負担附きの寄附の受領等） 

第９条 上下水道事業の業務に関し法第４０条第２項の規定に基づ

き条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金

第９条 水道事業    の業務に関し法第４０条第２項の規定に基づ

き条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金



 

新 旧 

額又はその目的物の価額が７，０００，０００円以上のもの及び法

律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額

が７，０００，０００円以上のものとする。 

額又はその目的物の価額が７，０００，０００円以上のもの及び法

律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額

が７，０００，０００円以上のものとする。 

（業務状況説明書類の提出） （業務状況説明書類の提出） 

第１０条 管理者は、上下水道事業に関し、法第４０条の２第１項の

規定に基づき、毎事業年度４月１日から９月３０日までの業務の状

況を説明する書類を１１月３０日までに、１０月１日から３月３１

日までの業務の状況を説明する書類を５月３１日までに市長に提

出しなければならない。 

第１０条 管理者は、水道事業    に関し、法第４０条の２第１項の

規定に基づき、毎事業年度４月１日から９月３０日までの業務の状

況を説明する書類を１１月３０日までに、１０月１日から３月３１

日までの業務の状況を説明する書類を５月３１日までに作成しな

ければ      ならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を

記載するとともに、１１月３０日までに提出する書類においては、

前事業年度の決算の状況を、５月３１日までに提出する書類におい

ては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそ

れぞれ明らかにしなければならない。 

２ 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を

記載するとともに、１１月３０日までに作成する書類においては、

前事業年度の決算の状況を、５月３１日までに作成する書類におい

ては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそ

れぞれ明らかにしなければならない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 前２号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明

らかにするため管理者が必要と認める事項 

（３） 前２号に掲げるもののほか、水道事業    の経営状況を明

らかにするため管理者が必要と認める事項 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に定める期日までに

同項の業務の状況を説明する書類を提出できなかつた場合におい

ては、管理者はできるだけすみやかにこれを作成し、公表しなけれ

ばならない。 

３ 天災その他やむを得ない事故により、第１項に定める期日までに

同項の業務の状況を説明する書類を作成できなかつた場合におい

ては、管理者はできるだけすみやかにこれを作成し、公表しなけれ

ばならない。 

 



 

附則第３項関係 交野市情報公開条例（平成１０年条例第２１号）新旧対照表 

新 旧 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

（１） 実施機関 市長（水道事業及び下水道事業の管理者の権限

を行う市長を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員

会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会を

いう。 

（１） 実施機関 市長（水道事業の管理者の権限を行う市長    

          を含む。）、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員

会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会を

いう。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

 

附則第４項関係 交野市個人情報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第２４号）新旧対照表 

新 旧 

（用語） （用語） 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長（水道事業及び下

水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。）、教育委員会、監査

委員、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価

審査委員会をいう。 

第２条 この条例において「実施機関」とは、市長（水道事業の管理

者の権限を行う市長              を含む。）、教育委員会、監査

委員、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価

審査委員会をいう。 

２ （略） ２ （略） 

 

附則第５項関係 交野市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例（令和４年条例第２６号）新旧対照表 
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（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 市の機関等 市長（水道事業及び下水道事業の管理者の権

限を行う市長を含む。）、地方自治法第１３８条の４第１項の規

定に基づき市に置かれる執行機関、議会若しくはこれらに置かれ

る機関若しくはこれらの機関の職員であって法律若しくは条例

等上独立に権限を行使することを認められたもの又は地方自治

法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。 

（２） 市の機関等 市長（水道事業の管理者の権限を行う市長  

            を含む。）、地方自治法第１３８条の４第１項の規

定に基づき市に置かれる執行機関、議会若しくはこれらに置かれ

る機関若しくはこれらの機関の職員であって法律若しくは条例

等上独立に権限を行使することを認められたもの又は地方自治

法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。 

（３）～（１０） （略） （３）～（１０） （略） 

 

附則第６項関係 交野市行政手続条例（平成１３年条例第１３号）新旧対照表 

新 旧 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

（６） 市の機関 市長（水道事業及び下水道事業の管理者の権限

を行う市長を含む。）、地方自治法第１３８条の４第１項の規定

に基づき市に置かれる執行機関若しくはこれらに置かれる機関

（６） 市の機関 市長（水道事業の管理者の権限を行う市長    

          を含む。）、地方自治法第１３８条の４第１項の規定

に基づき市に置かれる執行機関若しくはこれらに置かれる機関
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又はこれらの機関の職員であって法令上独立に権限を行使する

ことを認められた職員をいう。 

又はこれらの機関の職員であって法令上独立に権限を行使する

ことを認められた職員をいう。 

（７）・（８） （略） （７）・（８） （略） 

 

附則第７項関係 交野市職員定数条例（昭和３０年条例第７号）新旧対照表 

新 旧 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 市長の事務部局の職員 ４２９人 （１） 市長の事務部局の職員 ４３９人 

（２）～（９） （略） （２）～（９） （略） 

２ （略） ２ （略） 

 

附則第８項関係 交野市下水道条例（昭和５３年条例第１６号）新旧対照表 

新 旧 

（排水設備の接続方法及び内径等） （排水設備の接続方法及び内径等） 

第４条 排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）

を行おうとするときは、次の各号に定めるもののほか、交野市下水

道条例施行規程（令和 年上下水道事業管理規程第 号        ）

によらなければならない。 

第４条 排水設備の新設、増設又は改築（以下「新設等」という。）

を行おうとするときは、次の各号に定めるもののほか、交野市下水

道条例施行規則（昭和５３年規則第７号。以下「規則」という。）

によらなければならない。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の （２） 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の
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施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及

び工事の実施方法で水道事業及び下水道事業の管理者の権限を

行う市長（第６条第１項ただし書を除き、以下「管理者」という。）

が定めるものによること。 

施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及

び工事の実施方法で規則の                                 

                                                         

      定めるものによること。 

（３） 汚水のみを排除すべき屋外排水管の内径及び勾配は、管理

者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるとこ

ろによるものとし、排水渠
きよ

の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、

それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下

能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される

汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が３メートル以下のもの

の内径は、７５ミリメートル以上とすることができる。 

（３） 汚水のみを排除すべき屋外排水管の内径及び勾配は、市長

  が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるとこ

ろによるものとし、排水渠
きよ

の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、

それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下

能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される

汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が３メートル以下のもの

の内径は、７５ミリメートル以上とすることができる。 

（略） （略） 

（４） 雨水を排除すべき屋外排水管の内径及び勾配は、管理者が

特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところに

よるものとし、排水渠
きよ

の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、そ

れぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能

力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水

を排除すべき排水管で、延長が３メートル以下のものの内径は、

７５ミリメートル以上とすることができる。 

（４） 雨水を排除すべき屋外排水管の内径及び勾配は、市長  が

特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところに

よるものとし、排水渠
きよ

の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、そ

れぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能

力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水

を排除すべき排水管で、延長が３メートル以下のものの内径は、

７５ミリメートル以上とすることができる。 

（略） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（排水設備等の計画の確認） （排水設備等の計画の確認） 

第５条 排水設備又は法第２４条第１項の規定によりその設置につ 第５条 排水設備又は法第２４条第１項の規定によりその設置につ
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いて許可を受けるべき排水施設の新設等を行おうとする者は、あら

かじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に

適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、

申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなけれ

ばならない。 

いて許可を受けるべき排水施設の新設等を行おうとする者は、あら

かじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に

適合するものであることについて、規則で  定めるところにより、

申請書に必要な書類を添付して提出し、市長  の確認を受けなけれ

ばならない。 

２ 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載し

た事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について

書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなけれ

ばならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない

変更にあつては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもつて足

りる。 

２ 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載し

た事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について

書面により届け出て、同項の規定による市長  の確認を受けなけれ

ばならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない

変更にあつては、事前にその旨を市長  に届け出ることをもつて足

りる。 

（排水施設の構造の技術上の基準） （排水施設の構造の技術上の基準） 

第５条の２ 公共下水道の排水施設（これを補完する施設を含む。）

の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。 

第５条の２ 公共下水道の排水施設（これを補完する施設を含む。）

の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 屋外にあるもの（生活環境の保全又は人の健康の保護に支

障が生ずるおそれのないものとして管理者が定めるものを除

く。）にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、

及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。 

（３） 屋外にあるもの（生活環境の保全又は人の健康の保護に支

障が生ずるおそれのないものとして規則で  定めるものを除

く。）にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、

及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。 

（４） （略） （４） （略） 

（５） 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地

盤の改良、可とう継手の設置その他管理者が定める措置を講ずる

ものとする。 

（５） 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地

盤の改良、可とう継手の設置その他規則で  定める措置を講ずる

ものとする。 



 

新 旧 

（６） 排水管の内径及び排水渠
きよ

の断面積は、管理者が定める数値

を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下

水を支障なく流下させることができるものとする。 

（６） 排水管の内径及び排水渠
きよ

の断面積は、規則で  定める数値

を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下

水を支障なく流下させることができるものとする。 

（７）～（１０） （略） （７）～（１０） （略） 

（１１） 前各号に定めるもののほか、必要な事項については、管

理者が定める。 

（１１） 前各号に定めるもののほか、必要な事項については、規

則で  定める。 

（排水設備指定工事店の指定） （排水設備指定工事店の指定） 

第６条 排水設備の新設等の工事は、管理者の指定を受けた者（以下

「指定工事店」という。）でなければこれを施工してはならない。

ただし、災害その他非常の場合において、水道事業及び下水道事業

の管理者の権限を行う市長が他の市町村長（地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号）第２条第３項及び地方公営企業法施行令

（昭和２７年政令第４０３号）第１条第２項の規定に基づき下水道

事業に同法の規定の全部を適用することに伴い同法第７条の規定

により置かれた下水道事業の管理者を含む。）の指定を受けた者に

当該工事を行わせる必要があると認めるときは、この限りでない。 

第６条 排水設備の新設等の工事は、市長  の指定を受けた者（以下

「指定工事店」という。）でなければこれを施工してはならない。

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

                                                           

    

２ 前項本文の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた

日から５年とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、管

理者は、これを短縮することができる。 

２ 前項    の指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた

日から５年とする。ただし、特別の理由があると認めるときは、市

長  は、これを短縮することができる。 

３ （略） ３ （略） 

（指定の申請） （指定の申請） 
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第６条の２ 前条第１項本文の指定は、排水設備の新設等の工事の事

業を行う者の申請により行うものとする。 

第６条の２ 前条第１項    の指定は、排水設備の新設等の工事の事

業を行う者の申請により行うものとする。 

２ 前条第１項本文の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を

記載した申請書を管理者に提出しなければならない。 

２ 前条第１項    の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を

記載した申請書を市長 に提出しなければならない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

３ （略） ３ （略） 

（手数料） （手数料） 

第６条の２の２ 管理者は、第６条第１項本文の指定及び同条第３項

の指定の更新に係る申請に対する審査に際し、当該申請を行った者

から１件につき１０，０００円の手数料を徴収する。 

第６条の２の２ 市長  は、第６条第１項    の指定及び同条第３項

の指定の更新に係る申請に対する審査に際し、当該申請を行った者

から１件につき１０，０００円の手数料を徴収する。 

（指定の基準） （指定の基準） 

第６条の３ 管理者は、第６条第１項本文の指定の申請をした者が次

の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項本文の指定

を行うものとする。 

第６条の３ 市長  は、第６条第１項    の指定の申請をした者が次

の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項    の指定

を行うものとする。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 交野市下水道排水設備指定工事店に関する規程（令和 年

上下水道事業管理規程第 号。以下「指定工事店規程」という。）

で定める機械器具を有する者であること。 

（３） 交野市下水道排水設備指定工事店に関する規則（平成１０

年規則第４号。以下「指定工事店規則」という。）            

で定める機械器具を有する者であること。 

（４） 次のいずれにも該当しない者であること。 （４） 次のいずれにも該当しない者であること。 

ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

イ 第６条の１０第１項の規定により第６条第１項本文の指定を

取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者 

イ 第６条の１０第１項の規定により第６条第１項    の指定を

取り消され、その取消しの日から２年を経過しない者 
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ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると

認めるに足りる相当の理由がある者 

ウ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると

認めるに足りる相当の理由がある者 

エ 交野市暴力団排除条例（平成２４年条例第３１号）第２条に規

定する暴力団員又は暴力団密接関係者 

エ 交野市暴力団排除条例（平成２４年条例第３１号）第２条に規

定する暴力団員又は暴力団密接関係者 

オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を

適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行

うことができない者 

オ 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を

適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行

うことができない者 

カ 法人であつて、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該

当する者があるもの 

カ 法人であつて、その役員のうちにアからオまでのいずれかに該

当する者があるもの 

２ 管理者は、第６条第１項本文の指定をしたときは、遅滞なく、そ

の旨を一般に周知させる措置をとるものとする。 

２ 市長  は、第６条第１項    の指定をしたときは、遅滞なく、そ

の旨を一般に周知させる措置をとるものとする。 

（責任技術者の登録の取消し等） （責任技術者の登録の取消し等） 

第６条の６ 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該責任技術者に係る登録の取消し又は効力の停止につい

て府協会に求めることができる。 

第６条の６ 市長  は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、当該責任技術者に係る登録の取消し又は効力の停止につい

て府協会に求めることができる。 

（１） 法、下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号。以下「令」

という。）又はこの条例若しくはこれに基づく上下水道事業管理

規程の規定に違反したとき。 

（１） 法、下水道法施行令（昭和３４年政令第１４７号。以下「令」

という。）又はこの条例若しくはこれに基づく規則            

    の規定に違反したとき。 

（２） 前号に掲げるもののほか、責任技術者として不適当と管理

者が認めるとき。 

（２） 前号に掲げるもののほか、責任技術者として不適当と市長

  が認めるとき。 

（指定工事店証） （指定工事店証） 

第６条の７ 管理者は、指定工事店として指定を行つた工事の事業を 第６条の７ 市長  は、指定工事店として指定を行つた工事の事業を
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行う者に対し、排水設備指定工事店証（以下「指定工事店証」とい

う。）を交付する。 

行う者に対し、排水設備指定工事店証（以下「指定工事店証」とい

う。）を交付する。 

２ （略） ２ （略） 

３ 指定工事店は、第６条の１０第１項の規定により指定を取り消さ

れたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければなら

ない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、

その期間中指定工事店証を返納しなければならない。 

３ 指定工事店は、第６条の１０第１項の規定により指定を取り消さ

れたときは、遅滞なく市長  に指定工事店証を返納しなければなら

ない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、

その期間中指定工事店証を返納しなければならない。 

４ 前３項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交

付に関し必要な事項は、指定工事店規程で定める。 

４ 前３項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交

付に関し必要な事項は、指定工事店規則で定める。 

（指定工事店の責務及び遵守事項） （指定工事店の責務及び遵守事項） 

第６条の８ 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び指定工事

店規程その他管理者が定めるところに従い適正な排水工事の施工

に努めなければならない。 

第６条の８ 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び指定工事

店規則その他市長  が定めるところに従い適正な排水工事の施工

に努めなければならない。 

（変更の届出等） （変更の届出等） 

第６条の９ 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他指定工事

店規程で定める事項に変更があつたとき、第６条の３第１項第４号

ア若しくはエからカまでのいずれかに該当するに至ったとき、又は

排水設備の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開し

たときは、指定工事店規程で定めるところにより、その旨を管理者

に届け出なければならない。 

第６条の９ 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他指定工事

店規則で定める事項に変更があつたとき、第６条の３第１項第４号

ア若しくはエからカまでのいずれかに該当するに至ったとき、又は

排水設備の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開し

たときは、指定工事店規則で定めるところにより、その旨を市長  

に届け出なければならない。 

（指定の取消し又は一時停止） （指定の取消し又は一時停止） 

第６条の１０ 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当す 第６条の１０ 市長  は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当す
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るときは、第６条第１項本文の指定を取り消し、又は６月を超えな

い範囲において指定の効力を停止することができる。 

るときは、第６条第１項    の指定を取り消し、又は６月を超えな

い範囲において指定の効力を停止することができる。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

２ （略） ２ （略） 

（排水設備の工事の検査） （排水設備の工事の検査） 

第７条 排水設備の新設等を行つた者は、その工事を完了したとき

は、工事の完了した日から７日以内にその旨を管理者に届け出て、

その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合す

るものであることについて、市の検査を受けなければならない。 

第７条 排水設備の新設等を行つた者は、その工事を完了したとき

は、工事の完了した日から７日以内にその旨を市長  に届け出て、

その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合す

るものであることについて、市の検査を受けなければならない。 

２ 市は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設

置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当

該排水設備の新設等を行つた者に対し、管理者が定めるところによ

り、検査済証を交付するものとする。 

２ 市は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備の設

置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当

該排水設備の新設等を行つた者に対し、規則で  定めるところによ

り、検査済証を交付するものとする。 

（届出の義務） （届出の義務） 

第９条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又

は再開しようとするときは、あらかじめその旨を管理者に届け出な

ければならない。 

第９条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又

は再開しようとするときは、あらかじめその旨を市長  に届け出な

ければならない。 

２ 使用者が排水設備を共用しようとするときは、代表者を定めてそ

の旨を管理者に届け出なければならない。 

２ 使用者が排水設備を共用しようとするときは、代表者を定めてそ

の旨を市長  に届け出なければならない。 

３ 使用者        又は代表者に異動があつたときは、これを管理者

に届け出なければならない。 

３ 使用者、代理人又は代表者に異動があつたときは、これを市長  

に届け出なければならない。 

（改善命令等） （改善命令等） 
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第１２条 管理者は、前条に規定する基準に適合しない水質の下水を

公共下水道に排除するおそれがあると認めるときは、その者に対

し、期限を定めて除害施設の構造若しくは使用の方法若しくは下水

の処理の方法の改善を命じ、又は除害施設の使用若しくは下水の排

除の一時停止を命ずることができる。 

第１２条 市長  は、前条に規定する基準に適合しない水質の下水を

公共下水道に排除するおそれがあると認めるときは、その者に対

し、期限を定めて除害施設の構造若しくは使用の方法若しくは下水

の処理の方法の改善を命じ、又は除害施設の使用若しくは下水の排

除の一時停止を命ずることができる。 

（除害施設の新設等の確認及び検査） （除害施設の新設等の確認及び検査） 

第１３条 除害施設の新設等を行おうとする者は、工事着手前にその

計画について申請書を提出し、管理者の確認を受けなければならな

い。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。 

第１３条 除害施設の新設等を行おうとする者は、工事着手前にその

計画について申請書を提出し、市長  の確認を受けなければならな

い。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。 

２ 除害施設の新設等を行つた者は、速やかにその旨を管理者に届け

出てその検査を受けなければならない。 

２ 除害施設の新設等を行つた者は、速やかにその旨を市長  に届け

出てその検査を受けなければならない。 

（使用開始等の届出） （使用開始等の届出） 

第１４条 継続して管理者が定める水量以上の汚水又は第１１条に

規定する基準に適合しない水質の下水を除害施設を設置して公共

下水道に排除を開始しようとする者は、管理者が定めるところによ

り、あらかじめ、当該汚水の量又は水質及び使用開始の時期を管理

者に届け出なければならない。その届出に係る事項を変更しようと

するときも同様とする。 

第１４条 継続して市長  が定める水量以上の汚水又は第１１条に

規定する基準に適合しない水質の下水を除害施設を設置して公共

下水道に排除を開始しようとする者は、市長  が定めるところによ

り、あらかじめ、当該汚水の量又は水質及び使用開始の時期を市長

  に届け出なければならない。その届出に係る事項を変更しようと

するときも同様とする。 

２ 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする特定施

設の設置者は、前項の規定による届出をする場合を除き、管理者が

定めるところにより、あらかじめ、使用開始の時期を管理者に届け

出なければならない。 

２ 継続して下水を排除して公共下水道を使用しようとする特定施

設の設置者は、前項の規定による届出をする場合を除き、市長  が

定めるところにより、あらかじめ、使用開始の時期を市長  に届け

出なければならない。 

３ （略） ３ （略） 
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（除害施設管理責任者の選任） （除害施設管理責任者の選任） 

第１６条 除害施設の設置者は、管理者が定める当該除害施設の維持

管理に関する業務を担当させるため、除害施設ごとに除害施設管理

責任者を選任しなければならない。 

第１６条 除害施設の設置者は、市長  が定める当該除害施設の維持

管理に関する業務を担当させるため、除害施設ごとに除害施設管理

責任者を選任しなければならない。 

２ 除害施設の設置者は、除害施設管理責任者を選任したときは、選

任の日から７日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

除害施設管理責任者が欠けたとき、又はこれを解任したときも同様

とする。 

２ 除害施設の設置者は、除害施設管理責任者を選任したときは、選

任の日から７日以内にその旨を市長  に届け出なければならない。

除害施設管理責任者が欠けたとき、又はこれを解任したときも同様

とする。 

３ 除害施設管理責任者の資格は、管理者が定める。 ３ 除害施設管理責任者の資格は、市長  が定める。 

（報告の徴収等） （報告の徴収等） 

第１７条 管理者は、公共下水道を管理するために必要な限度におい

て、除害施設の設置者及び特定施設の設置者に対し、事業場等の状

況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し必要な報告を徴す

ることができる。 

第１７条 市長  は、公共下水道を管理するために必要な限度におい

て、除害施設の設置者及び特定施設の設置者に対し、事業場等の状

況、除害施設又はその排除する下水の水質に関し必要な報告を徴す

ることができる。 

（事故報告） （事故報告） 

第１８条 工場等の排水を公共下水道に排除している者は、事故によ

り第１１条に規定する基準に適合しない水質の下水を排除したと

き、又はそのおそれのあるときは直ちに必要な措置を講ずるととも

に、その状況を管理者に報告しなければならない。 

第１８条 工場等の排水を公共下水道に排除している者は、事故によ

り第１１条に規定する基準に適合しない水質の下水を排除したと

き、又はそのおそれのあるときは直ちに必要な措置を講ずるととも

に、その状況を市長  に報告しなければならない。 

２ 前項の規定により報告した者は、遅滞なく事故再発防止のための

措置に関する計画を管理者に提出しなければならない。 

２ 前項の規定により報告した者は、遅滞なく事故再発防止のための

措置に関する計画を市長  に提出しなければならない。 

（使用の制限） （使用の制限） 
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第１９条 管理者は、公共下水道の築造及びしゆんせつする場合若し

くは天災その他の事由でやむを得ないと認めた場合は、その一部の

使用を停止し、又は制限することができる。 

第１９条 市長  は、公共下水道の築造及びしゆんせつする場合若し

くは天災その他の事由でやむを得ないと認めた場合は、その一部の

使用を停止し、又は制限することができる。 

２ 前項の場合、管理者はあらかじめ、その日時及び区域を周知する

ものとする。 

２ 前項の場合、市長  はあらかじめ、その日時及び区域を周知する

ものとする。 

（使用料の徴収） （使用料の徴収） 

第２０条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料

を毎月徴収する。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを２

か月以上一括して行うことができる。 

第２０条 市長  は、公共下水道の使用について、使用者から使用料

を毎月徴収する。ただし、市長  が必要と認めるときは、これを２

か月以上一括して行うことができる。 

（使用料の算定） （使用料の算定） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。 ２ 汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。 

（１） 水道水の使用による汚水量は、水道の使用水量とする。た

だし、使用水量を確知することができないときは、当該使用状況

を勘案して管理者が認定する水量とする。 

（１） 水道水の使用による汚水量は、水道の使用水量とする。た

だし、使用水量を確知することができないときは、当該使用状況

を勘案して市長  が認定する水量とする。 

（２） 水道水以外の水の使用による汚水量は、使用状況を勘案し

て管理者が認定する水量とする。 

（２） 水道水以外の水の使用による汚水量は、使用状況を勘案し

て市長  が認定する水量とする。 

（３） 製氷業その他の営業で汚水量が使用水量よりも著しく少な

くなるものを営む使用者は、汚水量及びその算出の根拠を記載し

た申告書を管理者に提出しなければならない。この場合、その申

告に係る営業の状況を勘案して管理者が認定する水量とする。 

（３） 製氷業その他の営業で汚水量が使用水量よりも著しく少な

くなるものを営む使用者は、汚水量及びその算出の根拠を記載し

た申告書を市長  に提出しなければならない。この場合、その申

告に係る営業の状況を勘案して市長  が認定する水量とする。 

３ 月の途中において、公共下水道の使用を開始し、又は使用をしな ３ 月の途中において、公共下水道の使用を開始し、又は使用をしな
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くなつたときの使用料の算定については、交野市水道事業給水条例

（昭和４３年条例第３号。以下「給水条例」という。）第２７条の

規定を準用するものとする。この場合において、給水条例第２７条

第１項中「料金算定の基準日」とあるのは「使用料算定の基準日」

と                                、「使用水量」とあるのは「汚

水量」と、同条第２項中「給水」とあるのは「公共下水道の使用」

と、「料金」とあるのは「使用料」と                          

      読み替えるものとする。 

くなつたときの使用料の算定については、交野市水道事業給水条例

（昭和４３年条例第３号。以下「給水条例」という。）第２７条の

規定を準用するものとする。この場合において、給水条例第２７条

第１項中「料金算定の基準日」とあるのは「使用料算定の基準日」

と、「管理者」とあるのは「市長」と、「使用水量」とあるのは「汚

水量」と、同条第２項中「給水」とあるのは「公共下水道の使用」

と、「料金」とあるのは「使用料」と、「管理者」とあるのは「市

長」と読み替えるものとする。 

４ 第１項の汚水区分については、管理者が定める。 ４ 第１項の汚水区分については、市長  が定める。 

（使用料の徴収方法） （使用料の徴収方法） 

第２２条 使用料の徴収方法については、給水条例第３１条の規定を

準用するものとする。この場合において、給水条例第３１条第１項

中「料金」とあるのは「使用料」と                            

    、同条第２項中「第２７条第２項」とあるのは「交野市下水道

条例第２１条第３項」と、「給水の中止又は停止」とあるのは「排

水の中止」と、「料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものと

する。 

第２２条 使用料の徴収方法については、給水条例第３１条の規定を

準用するものとする。この場合において、給水条例第３１条第１項

中「料金」とあるのは「使用料」と、「管理者」とあるのは「市長」

と、同条第２項中「第２７条第２項」とあるのは「交野市下水道条

例第２１条第３項」と、「給水の中止又は停止」とあるのは「排水

の中止」と、「料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとす

る。 

（資料の提出） （資料の提出） 

第２３条 管理者は、使用料を算出する場合に必要な資料を使用者か

ら提出させることができる。 

第２３条 市長  は、使用料を算出する場合に必要な資料を使用者か

ら提出させることができる。 

（使用料の減額又は免除） （使用料の減額又は免除） 

第２５条 管理者は、公益上その他特別の事由があると認めたとき

は、この条例の定めるところにより納付しなければならない使用料

第２５条 市長  は、公益上その他特別の事由があると認めたとき

は、この条例の定めるところにより納付しなければならない使用料
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を減額又は免除することができる。 を減額又は免除することができる。 

（水洗便所の普及及び奨励措置） （水洗便所の普及及び奨励措置） 

第２６条 管理者は、公共下水道事業の普及を奨励するために、くみ

取り便所を水洗便所に改造する等排水設備を整備する者に対し、資

金の貸付を行うことができる。 

第２６条 市長  は、公共下水道事業の普及を奨励するために、くみ

取り便所を水洗便所に改造する等排水設備を整備する者に対し、資

金の貸付を行うことができる。 

（負担金） （負担金） 

第２７条 管理者は、住宅、工場その他の建築物を建設し下水道を必

要とする者の申込みにより公共下水道を設置する場合に工事申込

者から工事負担金を徴収することができる。 

第２７条 市長  は、住宅、工場その他の建築物を建設し下水道を必

要とする者の申込みにより公共下水道を設置する場合に工事申込

者から工事負担金を徴収することができる。 

２ 前項の工事負担金の額は、当該施設の設置に要した費用の総額を

超えない範囲内で管理者が定める額に消費税等相当額を加えて得

た額とする。 

２ 前項の工事負担金の額は、当該施設の設置に要した費用の総額を

超えない範囲内で市長  が定める額に消費税等相当額を加えて得

た額とする。 

３ 工事負担金は、前納しなければならない。ただし、管理者がその

必要がないと認めたときは、この限りでない。 

３ 工事負担金は、前納しなければならない。ただし、市長  がその

必要がないと認めたときは、この限りでない。 

４ 既納の工事負担金は、特別の事由により管理者が認めた場合のほ

か還付しない。 

４ 既納の工事負担金は、特別の事由により市長  が認めた場合のほ

か還付しない。 

（負担金の減免） （負担金の減免） 

第２８条 管理者は、特別の事由があると認めたときは、工事申込者

の申請に基づき、負担金を減免することができる。 

第２８条 市長  は、特別の事由があると認めたときは、工事申込者

の申請に基づき、負担金を減免することができる。 

（公共下水道付近地の掘削） （公共下水道付近地の掘削） 

第３０条 公共下水道の排水管渠
きよ

の付近地で排水管渠
きよ

より深く掘削

する場合で、当該管渠
きよ

の中心から掘削する箇所までの水平距離と同

第３０条 公共下水道の排水管渠
きよ

の付近地で排水管渠
きよ

より深く掘削

する場合で、当該管渠
きよ

の中心から掘削する箇所までの水平距離と同
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じ長さ以上になるときは、管理者に届け出てその指示を受けなけれ

ばならない。 

じ長さ以上になるときは、市長  に届け出てその指示を受けなけれ

ばならない。 

（行為の許可） （行為の許可） 

第３１条 法第２４条第１項に掲げる行為を行おうとする者は、申請

書を管理者に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受

けた事項を変更しようとするときも同様とする。 

第３１条 法第２４条第１項に掲げる行為を行おうとする者は、申請

書を市長  に提出し、その許可を受けなければならない。許可を受

けた事項を変更しようとするときも同様とする。 

（占用の許可） （占用の許可） 

第３３条 公共下水道の排水施設又はその敷地に物件（排水設備を除

く。以下「占用物件」という。）を設け継続して公共下水道の排水

施設又はその敷地を占用しようとする者は、管理者の許可を受けな

ければならない。ただし、占用物件の設置について第３１条の規定

による許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみな

す。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。 

第３３条 公共下水道の排水施設又はその敷地に物件（排水設備を除

く。以下「占用物件」という。）を設け継続して公共下水道の排水

施設又はその敷地を占用しようとする者は、市長  の許可を受けな

ければならない。ただし、占用物件の設置について第３１条の規定

による許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみな

す。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。 

（原状回復） （原状回復） 

第３４条 前条の規定による許可を受けた者は、当該許可の期限が満

了したとき、若しくは占用を廃止したとき、又は第３５条第１項の

規定により許可を取り消されたときは、管理者の指示に従い当該許

可に係る物件を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならな

い。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認め必

要な措置を命じた場合においては、この限りでない。 

第３４条 前条の規定による許可を受けた者は、当該許可の期限が満

了したとき、若しくは占用を廃止したとき、又は第３５条第１項の

規定により許可を取り消されたときは、市長  の指示に従い当該許

可に係る物件を撤去し、公共下水道を原状に回復しなければならな

い。ただし、市長  が原状に回復することが不適当であると認め必

要な措置を命じた場合においては、この限りでない。 

（許可の取消等） （許可の取消等） 

第３５条 管理者は、次の各号の一に該当する者に対し、許可を取り 第３５条 市長  は、次の各号の一に該当する者に対し、許可を取り
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消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、

変更その他必要な措置を命ずることができる。 

消し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、

変更その他必要な措置を命ずることができる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

２ 管理者は、公共下水道の管理上又は公益上必要があると認めたと

きは、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する措置を命ずる

ことができる。 

２ 市長  は、公共下水道の管理上又は公益上必要があると認めたと

きは、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する措置を命ずる

ことができる。 

（無断工事等に対する措置） （無断工事等に対する措置） 

第３６条 管理者は、次の各号の一に該当する場合は、その排水設備

の修繕、改造又は撤去を命ずることができる。 

第３６条 市長  は、次の各号の一に該当する場合は、その排水設備

の修繕、改造又は撤去を命ずることができる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（委任） （委任） 

第４０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、管理者が定める。 

第４０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、市長  が定める。 

 

附則第９項関係 交野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例（平成３０年条例第２７号）新旧対照表 

新 旧 

（受益者） （受益者） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主

又は賃借人が土地所有者と協議して、当該土地所有者を当該土地に

係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を水道事業及

２ 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権者、質権者、使用借主

又は賃借人が土地所有者と協議して、当該土地所有者を当該土地に

係る負担金の徴収を受けるべき者として定め、その旨を公営企業管
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び下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理者」という。）

に届け出たときは、その者を受益者とすることができる。 

理者の権限を行う市長                                       

   に届け出たときは、その者を受益者とすることができる。 

３ 管理者は、排水区域内における土地区画整理法（昭和２９年法律

第１１９号）による土地区画整理事業の施行に係る土地について、

仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるとき

は、換地処分が行われたものとみなして、前２項の受益者を定める

ことができる。 

３ 市長  は、排水区域内における土地区画整理法（昭和２９年法律

第１１９号）による土地区画整理事業の施行に係る土地について、

仮換地の指定が行われた場合において、必要があると認めるとき

は、換地処分が行われたものとみなして、前２項の受益者を定める

ことができる。 

（賦課対象区域の決定等） （賦課対象区域の決定等） 

第４条 管理者は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しよ

うとする区域（以下「賦課対象区域」という。）を定め、これを公

告しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によ

り、年度当初に公告できない場合は、この限りでない。 

第４条 市長  は、毎年度の当初に、当該年度内に負担金を賦課しよ

うとする区域（以下「賦課対象区域」という。）を定め、これを公

告しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由によ

り、年度当初に公告できない場合は、この限りでない。 

（負担金の賦課及び徴収） （負担金の賦課及び徴収） 

第５条 管理者は、前条の規定による公告の日現在における当該公告

のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第３条の規定

による負担金を賦課するものとする。 

第５条 市長  は、前条の規定による公告の日現在における当該公告

のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第３条の規定

による負担金を賦課するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 管理者は、第１項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞

なく、当該負担金の額及びその納期限を受益者に通知しなければな

らない。 

３ 市長  は、第１項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞

なく、当該負担金の額及びその納期限を受益者に通知しなければな

らない。 

４ 負担金は、一括して徴収するものとする。ただし、受益者の申出

があったときは、管理者が定めるところにより、３年以内を限度と

４ 負担金は、一括して徴収するものとする。ただし、受益者の申出

があったときは、規則で  定めるところにより、３年以内を限度と
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して分割して徴収することができる。 して分割して徴収することができる。 

（負担金の徴収猶予） （負担金の徴収猶予） 

第６条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合にお

いては、当該受益者の申請により負担金の徴収を猶予することがで

きる。 

第６条 市長  は、受益者が次の各号のいずれかに該当する場合にお

いては、当該受益者の申請により負担金の徴収を猶予することがで

きる。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（負担金の減免） （負担金の減免） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を、当

該受益者の申請により減額し、又は免除することができる。 

２ 市長  は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を、当

該受益者の申請により減額し、又は免除することができる。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

（受益者の変更） （受益者の変更） 

第８条 第４条の公告の日以降、受益者の変更があった場合におい

て、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け

出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承

継するものとする。ただし、第５条第１項の規定により定められた

額のうち当該届出の日までに納期に至っているものは、従前の受益

者が納付するものとする。 

第８条 第４条の公告の日以降、受益者の変更があった場合におい

て、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長  に届け

出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承

継するものとする。ただし、第５条第１項の規定により定められた

額のうち当該届出の日までに納期に至っているものは、従前の受益

者が納付するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

（督促） （督促） 

第９条 管理者は、第５条第３項の納期限までに負担金を納付しない

者があるときは、納期限後２０日以内に期限を指定して督促状を発

第９条 市長  は、第５条第３項の納期限までに負担金を納付しない

者があるときは、納期限後２０日以内に期限を指定して督促状を発
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しなければならない。 しなければならない。 

（延滞金） （延滞金） 

第１０条 管理者は、前条の規定による督促をした場合においては、

当該督促に係る負担金の納期限の翌日から納付の日までの期間の

日数に応じ、当該負担金の額に年１４．５パーセント（当該納期限

の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．２５パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算し

て徴収することができる。 

第１０条 市長  は、前条の規定による督促をした場合においては、

当該督促に係る負担金の納期限の翌日から納付の日までの期間の

日数に応じ、当該負担金の額に年１４．５パーセント（当該納期限

の翌日から１月を経過する日までの期間については、年７．２５パ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算し

て徴収することができる。 

２ 管理者は、災害その他特別の理由があると認めるときは、前項の

延滞金を減額し、又は免除することができる。 

２ 市長  は、災害その他特別の理由があると認めるときは、前項の

延滞金を減額し、又は免除することができる。 

（公示送達） （公示送達） 

第１１条 管理者は、負担金の徴収等に関し送達すべき書類につい

て、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明

らかでない、又は外国においてすべき送達につき困難な事情がある

ときは、その送達に代えて公示送達をすることができる。 

第１１条 市長  は、負担金の徴収等に関し送達すべき書類につい

て、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が明

らかでない、又は外国においてすべき送達につき困難な事情がある

ときは、その送達に代えて公示送達をすることができる。 

２ （略） ２ （略） 

（委任） （委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、管理者が定める。 

第１２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要

な事項は、規則で  定める。 

 

附則第１０項関係 企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例（昭和４３年条例第１２号）新旧対照表 
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（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 手当の種類は、管理職手当、地域手当、住居手当、扶養手当、通

勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務

手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職員特別勤務手当及

び退職手当とする。 

３ 手当の種類は、管理職手当、地域手当、住居手当、扶養手当、通

勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務

手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当                    及び

退職手当とする。 

 

附則第１１項関係 交野市水道事業給水条例（昭和４３年条例第３号）新旧対照表 

新 旧 

（給水区域） （給水区域） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長（以下「管理

者」という。）が公益上必要と認めたときは、区域外に分水するこ

とができる。 

２ 水道事業の管理者の権限を行う市長              （以下「管理

者」という。）が公益上必要と認めたときは、区域外に分水するこ

とができる。 

（工事の施行） （工事の施工） 

第８条 給水装置工事は、市又は管理者が法第１６条の２第１項によ

り指定をした者（以下「指定給水装置工事事業者」という。）が施

行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市

町村長（地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第７条の規

定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同

第８条 給水装置工事は、市又は管理者が法第１６条の２第１項によ

り指定をした者（以下「指定給水装置工事事業者」という。）が施

工する。                          
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じ。）又は他の市町村長が法第１６条の２第１項の指定をした者が

給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでな

い。 

                             

                             

   

２ 前項本文の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行す

る場合は、あらかじめ、管理者の設計審査（使用材料の確認を含む。）

を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければ

ならない。 

２ 前項    の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施工す

る場合は、あらかじめ、管理者の設計審査（使用材料の確認を含む。）

を受け、かつ、工事しゆん工後に管理者の工事検査を受けなければ

ならない。 

３ （略） ３ （略） 

４ 管理者は、第１項本文の規定による給水装置工事に際しては、工

事申込者に対して、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出

を求めることができる。 

４ 管理者は、第１項    の規定による給水装置工事に際しては、工

事申込者に対して、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出

を求めることができる。 

５ （略） ５ （略） 

（手数料） （手数料） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２ 管理者は、給水装置が管理者又は指定給水装置工事事業者の施行

した給水装置工事に係るものでない場合の分水栓からメーターま

での間に使用する材質の確認に係る手数料は、１回につき１，５０

０円とし、確認のために要する工事費用等は、申込者の負担とする。 

２ 管理者は、給水装置が管理者又は指定給水装置工事事業者の施工

した給水装置工事に係るものでない場合の分水栓からメーターま

での間に使用する材質の確認に係る手数料は、１回につき１，５０

０円とし、確認のために要する工事費用等は、申込者の負担とする。 

３ （略） ３ （略） 

（給水装置の基準違反に対する措置） （給水装置の基準違反に対する措置） 

第４１条 （略） 第４１条 （略） 

２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事 ２ 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事



 

新 旧 

事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の

給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止すること

ができる。ただし、法第１６条の２第３項の国土交通省令で定める

給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材

質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでな

い。 

事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の

給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止すること

ができる。ただし、法第１６条の２第３項の国土交通省令で定める

給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材

質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでな

い。 

３ （略） ３ （略） 

 

附則第１２項関係 交野市水道事業経営審議会条例（令和２年条例第１５号）新旧対照表 

新 旧 

交野市水道事業及び下水道事業経営審議会条例 交野市水道事業経営審議会条例 
（設置） （設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３

項の規定に基づき、交野市水道事業及び下水道事業経営審議会（以

下「審議会」という。）を置く。 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３

項の規定に基づき、交野市水道事業経営審議会              （以

下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） （所掌事務） 

第２条 審議会は、本市水道事業及び下水道事業（以下「上下水道事

業」という。）の経営の適正化を図るため、市長の諮問に応じ、次

に掲げる事項について調査及び審議する。 

第２条 審議会は、本市水道事業経営                            

                    の適正化を図るため、市長の諮問に応じ、次

に掲げる事項について調査及び審議する。 

（１） 上下水道事業の経営に関すること。 （１） 水道事業経営      に関すること。 

（２） その他上下水道事業に関し、市長が必要と認める事項に関 （２） その他水道事業    に関し、市長が必要と認める事項に関



 

新 旧 

すること。 すること。 

（組織） （組織） 

第３条 （略） 第３条 （略） 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 ２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 上下水道使用者 （３） 水道使用者     

（４） （略） （４） （略） 

（庶務） （庶務） 

第８条 審議会の庶務は、上下水道部  において処理する。 第８条 審議会の庶務は、水道局総務課において処理する。 

 

 


